
 

 

 

様式第１（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 償却資産申告書ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 岩倉市長 

個人情報ファイルが利用に供される 

事 務 を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
総務部税務課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 償却資産に係る課税の根拠とするため。 

記 録 項 目 

１住所、２氏名、３電話番号、４屋号、５個人番号又は法

人番号、６事業種目、７事業開始年月、８係名・電話番号、

９税理士名・電話番号、10 短縮耐用年数の承認、11増加償

却の届出、12 非課税該当資産、13 課税標準の特例、14 特

別償却又は圧縮記帳、15税務会計上の償却方法、16青色申

告、17 資産の所在地、18 借用資産、19 事業用資産の所有

区分、20 資産の種類、21 資産の名称、22数量、23 取得年

月日、24 取得金額、25耐用年数、26 増加事由 等 

記 録 範 囲 岩倉市内で事業用資産を所有する者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 事業者からの申告 

要 配 慮 個 人 情 報 が 含 ま れ る 

と き は 、 そ の 旨 
－ 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 － 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 の 

名 称 及 び 所 在 地 

（名 称）総務部税務課 

（所在地）岩倉市栄町一丁目６６番地 

訂正及び利用停止に関する他の 

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
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